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事業名：住宅の借上げ 

 

１ 概要 

住宅の借上げは、助成対象事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、共同住宅の一室等を借り

上げ、若手従業員に提供する事業をいう。 

 

２ 助成対象となる事業の要件 

（１） 助成対象事業者が借り上げる住宅であること。 

（２） 住宅の借上げに係る各費用の全部又は一部（各費用につき５０％以上）を助成対象事業者が負担

していること。 

（３） 助成対象事業者の従業員のうち、下記の要件全てを満たす者のみを対象とする住宅であること。 

ア 都内事業所に勤務する若手従業員であること 

イ 月１６日以上勤務する従業員であること 

ウ 代表者の親族等でないこと 

（４） 借上げ住宅は、助成対象事業者の都内の事業所まで、新幹線鉄道等の特別急行列車等を使用せず

に通常の通勤経路及び方法により通勤するものとした場合の片道が原則１時間半以内であること。 

（５） 借上げ住宅は、助成対象事業者及びその関連企業が所有する不動産でないこと。 

（６） 社宅規程を設け、利用対象従業員の要件及び費用負担について明記していること。 

  なお、利用対象従業員の要件に上記（３）ア又はイを明記しない場合は、借上げ住宅の利用状況

を毎月把握し、報告書にまとめること。 

（７） 上記（３）の要件に該当する従業員の利用がないときは、若手人材に対する借上げ住宅の活用促

進に向けた取組（若手人材の採用活動におけるＰＲ及び社内周知等）を行うこと。 

（８） 借上げ住宅は、支給決定日以後に新たに賃貸借契約を締結するものであること。ただし、先行す

る助成対象期間中に、本助成金の助成事業として借り上げた住宅はこの限りでない。 

（９） 支給申請日時点において、助成対象事業者が借り上げる従業員用の住宅がないこと。ただし、先

行する助成対象期間中に、本助成金の助成事業として借り上げた住宅はこの限りでない。 
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事業名：食事等の提供 

 

１ 概要 

食事等の提供は、助成対象事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のために継続的か

つ定期的に食事等を提供する事業をいう。 

 

２ 助成対象となる事業の要件 

（１） 助成対象事業者が従業員のために、継続的かつ定期的に食事を提供し（以下「食事等の提供」と

いう）、その各費用の全部又は一部（各費用につき５０％以上）を助成対象事業者が負担してい

ること。 

（２） 食事等の提供は、食生活に係る支援を通じた若手従業員の採用・定着を目的として行われるもの

であること。 

（３） 食事等の提供は、都内の事業所に勤務する従業員を対象とするものであること。 

（４） 食事等の提供場所は、都内の事業所であること。 

（５） 助成対象事業者の主体的な取組により行われるものであること（食事手当や食事バウチャー、ク

ーポン等の金券類の提供などは助成対象外）。 

（６） 助成対象事業者の事業所内（屋内）で提供されるものであること。 

（７） 食事等の提供は、支給決定日以後に新たに食事等の提供に係るサービス提供事業者と利用契約を

締結するものであること。ただし、先行する助成対象期間中に、本助成金の助成事業として利用

したサービスはこの限りでない。 

（８） 食事等の提供に係るサービスは、支給申請日時点において都内事業所で利用していないものであ

ること。ただし、先行する助成対象期間中に、本助成金の助成事業として利用したサービスはこ

の限りでない。 

（９） 設備等を導入する場合は、配線設備や給排水設備の新設・撤去等、大規模な建築工事を伴わずに

導入できるものであること。 

（１０） 食品衛生法、消防法等の関係法令を遵守していること。 
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事業名：健康増進サービスの提供 

 

１ 概要 

健康増進サービスの提供は、助成対象事業者が若手従業員の採用・定着を目的として、従業員のため

に健康増進に係る支援を導入し、提供する事業をいう。 

 

２ 助成対象となる事業の要件 

（１） 助成対象事業者が、従業員の健康増進サービスを提供（以下「健康増進サービスの提供」という）

し、その各費用の全部又は一部（各費用につき５０％以上）を助成対象事業者が負担しているこ

と。 

（２） 健康増進サービスの提供は、若手従業員の採用・定着を目的として行われるものであること。よ

って、娯楽性の強いスポーツイベント等は助成対象外とする。 

（３） 助成対象事業者の主体的な取り組みにより行われるものであること（ジムの利用補助や人間ドッ

ク費用の補助等は助成対象外）。 

（４） 健康増進サービスの提供は、都内の事業所に勤務する従業員を対象とするものであること。 

（５） 健康増進サービスの提供場所は、都内の事業所であること。 

（６） 法律等で義務付けられた健康増進サービスでないこと。 

（７） 健康増進サービスは、支給決定日以後に新たに健康増進サービスに係るサービス提供事業者等と

利用契約等を締結するものであること。ただし、先行する助成対象期間中に、本助成金の助成事

業として利用したサービスはこの限りでない。 

（８） 健康増進サービスは、支給申請日時点において都内事業所で利用していないものであること。た

だし、先行する助成対象期間中に、本助成金の助成事業として利用したサービスはこの限りでな

い。 

（９） 設備等を導入する場合は、配線設備や給排水設備の新設・撤去等、大規模な建築工事を伴わずに

導入できるものであること。 

 

 


